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国民生活センター「医師からの事故情報受付窓口」開設について 

 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて今般、消費者庁消費者安全課長より本職に対して国民生活センター「医師か

らの事故情報受付窓口」開設についての周知方依頼がありました。 

消費者庁と国民生活センターは、商品やサービスによる消費者事故を防止するた

め、様々な方法で事故情報を収集しており、本件は、医師が国民生活センターにホ

ームページやＦＡＸにて直接情報提供できる窓口を新たに設置したことについて周

知を依頼するものです。当窓口は、食品等の摂取や製品・施設・サービスの利用等

によって身体に生じた被害等に関する事故について、医師が事故に遭った患者を診

察した結果も踏まえた情報を早期に把握することを目的としているとのことであり

ます。（http://www.kokusen.go.jp/jiko_uketuke/index.html） 

日本医師会ではこれまでも、健康食品から生じる健康被害について「健康食品安

全情報システム」事業を立上げ、全国の会員医師に情報提供をお願いするとともに、

健康食品に関する国民向け・医師向けポスター等の製作・配布を行ってまいりまし

た。また、日本医師会「国民生活安全対策委員会」において、国民生活での生命・

健康に脅威となる事象の検証及びその対策について活発にご議論をいただき、様々

な提言を報告書にまとめていただいております。 

つきましては、健康食品の健康被害については引き続き本会「健康食品安全情報

システム」事業への情報提供をお願いするとともに、貴会におかれましても本件に

関してご了知いただきますとともに、貴会管下会員等への周知方につき、ご高配賜



りますようよろしくお願い申し上げます。 

なお、当窓口における収集情報については、患者の個人情報のほか、交通事故・

暴力・労災は収集対象としていないことを申し添えます。 

 

 

＜各ウェブページのアドレス＞ 

・国民生活センター「医師からの事故情報受付窓口」

http://www.kokusen.go.jp/jiko_uketuke/index.html 

・日本医師会「健康食品安全情報システム」事業（情報提供入力フォームあり） 

http://www.med.or.jp/mshoku/ （会員限定メンバーズルーム内） 

・日本医師会「健康食品」・サプリメントについて（国民向けページ） 

http://www.med.or.jp/people/info/knkshoku/000709.html 

 ・日本医師会「国民生活安全対策委員会」報告書（2014 年 3 月） 

 http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20140312_51.pdf（PDF ファイル） 

 



公益社団法人日本医師会

常任理事石川広己殿

平素より、消費者安全行政の推進にあたっては格別の御理解・御協力を賜り、誠にあり

がとうございます。

「医師からの事故情報受付窓口」開設の御紹介および

周知のお願い

消費者庁と独立行政法人国民生活センターは、商品やサービスによる消費者事故を防止

するため、様々な機関から事故情報を収集しております。本年8月29日に、新たに医師

の方々から、直接、インターネット上での入力やファックスで、事故の端緒情報を御提供

頂くことで、早期に事故の情報を把握し、事故の再発・拡大防止することを目的に国民生

活センターのホームページに「医師からの事故情報受付窓口」(別紙参照)を開設いたし

ました。

つきましては、当該窓口について、貴会の会報誌や会員制のホームページ等で御紹介頂

きたくお願い申し上げます。
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御手数をおかけして申し訳ございません、消費者事故の未然防止

卒、御協力を賜りたくお願い申し上げます。

<本件に関する問合せ>

消費者庁消費者安全課 Tel:03-3507-920

1可岡 mail : yuko. kawaoka@caa. go. jp

米山 mail : mariko. yoneyama@caa.即. jp

再発防止のため、何



独立行政法人民生活センターでは

「医師からの事故情報受付窓口」(愛称:「ドクターメール箱」)
を開設しています!

この窓口は
・消生活における食品等の摂取、品・施設・役務の利用等によって消者の生命または身体に生じ
た被害に関する事故を、医師の皆様から接お寄せいただくものです。
・消費者が事故にって医師が診察した結果も踏まえた情報を早期に把握することで、故の再発.拡

防止に向けた検討・取組を行うことができると期待しています。
・投稿は、国民生活センターホームページから入力フォームに三入、あるいは用紙に記入してFAXで送信
してください。
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ではありません。

民生活センターホームページ「医師からの事故報付窓口
事故の内容を記入・送信

のお名前、療設名、電話看号等の記入が必要です。※医
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事故の再発防止・
拡大防止への取組

0消費者への注意喚起
0製品改善の働きかけ

独立行政法人

回民生活センター
商品テスト部企画管理課
医師からの事故情報受付窓口

話番号:042・758・3165
FAX番号:042・758占626
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【提供された情報の取り扱い等】
事故の再発・拡大防止に向けた検討・取に活用します。1.

提供された情報については、国民生活センターから話確認させてい
ただいた上で、情報を活用させていただくことがあります。
提供された情報は、格に管理し、国民生活センター内の本取組の関
係者のみが閲覧します。なお、国民生活センターの所管官庁である消
費者庁(消費者安全課)にも事故情報(投稿者の個人情報を除く)が提
供されますが、情報供者の諾がない限り、第三者への提供(公表
料への引用、他の係行政関への提供等)は行いません。
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